
目

次

告

示

△

公
有
水
面
の
埋
立
て
の
竣
し
ゅ
ん
功
の
認
可

(

港
湾
管
理
室)

…
…
…
一

公

告

△

一
般
競
争
入
札

(

保
健
環
境
セ
ン
タ
ー)

…
…
…
三

△

〃

(

県
立
広
島
病
院)

…
…
…
四

△

〃(

三
件)
(

呉
高
等
技
術
専
門
校)

…
…
…
五

公
安
委
員
会
規
則

△

福
山
市
と
深
安
郡
神
辺
町
の
合
併
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
則

の
整
理
に
関
す
る
規
則

九

(

県
法
規
登
載)

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第

193号

公
有
水
面
埋
立
法
(大
正

10年
法
律
第

57号

。以
下
｢法
｣
と
い
う

。)
第

22条
の
規
定
に
よ
っ
て�

公

有
水
面
埋
立
て
の
竣 し
ゅ
ん功
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

１
竣 し
ゅ
ん功
認
可
年
月
日

平
成

18年
２
月

17日

２
竣 し
ゅ
ん功
認
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県

知
事

藤
田

雄
山

３
埋
立
区
域

(第
２
工
区
)

�
位
置

呉
市
倉
橋
町
字
赤
石

2619番
１
か
ら

11006番
１
に
至
る
そ
れ
ぞ
れ
に
接
す
る
県
道
の
地
先
公
有
水

面

�
区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

。

①
の
地
点

呉
市
倉
橋
町
赤
石
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
｢尾
立
｣
(北
緯

34度
05分

59秒
0510�

東
経

132度
32分

15秒
5216�

標
高

119.13ｍ
)
か
ら

241度
20分

30秒�
184.53ｍ

の

地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら

253度
31分

01秒
6.11ｍ

の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら

343度
45分

38秒
8.42ｍ

の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら

340度
58分

17秒
11.23ｍ

の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら

340度
46分

21秒
5.00ｍ

の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら

339度
33分

37秒
14.97ｍ

の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら

339度
33分

52秒
19.99ｍ

の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら

339度
33分

42秒
20.00ｍ

の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら

339度
33分

42秒
20.00ｍ

の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら

339度
33分

55秒
20.00ｍ

の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら

339度
33分

42秒
20.00ｍ

の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら

339度
26分

29秒
9.95ｍ

の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら

338度
32分

38秒
10.04ｍ

の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら

339度
33分

42秒
20.00ｍ

の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら

339度
32分

29秒
4.19ｍ

の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら

339度
59分

38秒
15.91ｍ

の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら

342度
05分

30秒
10.08ｍ

の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら

344度
00分

28秒
9.72ｍ

の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら

347度
10分

19秒
7.60ｍ

の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら

350度
34分

23秒
13.62ｍ

の
地
点

�
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら

353度
40分

13秒
10.25ｍ

の
地
点

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
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…
…
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…
…
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…
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�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

354度
07分

59秒
9.95ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

354度
48分

30秒
1.87ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

354度
54分

26秒
18.10ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

355度
06分

43秒
10.25ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

354度
13分

37秒
9.76ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

355度
21分

46秒
20.00ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

354度
47分

29秒
20.48ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

354度
55分

02秒
9.60ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

356度
26分

53秒
10.16ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

358度
08分

56秒
5.10ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

0度
30分

16秒
5.33ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

3度
11分

28秒
5.35ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

5度
55分

39秒
4.89ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

8度
01分

07秒
4.86ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

11度
08分

06秒
5.78ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

13度
31分

20秒
4.54ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

16度
08分

53秒
6.37ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

111度
25分

09秒
1.00ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

186度
53分

35秒
9.70ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

176度
57分

22秒
4.23ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

173度
08分

30秒
43.45ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

169度
50分

53秒
7.27ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

164度
12分

45秒
11.02ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

161度
59分

05秒
21.76ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

170度
18分

29秒
4.26ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

174度
09分

25秒
8.48ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

183度
02分

01秒
5.93ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

192度
33分

01秒
7.51ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

196度
15分

17秒
11.45ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

192度
03分

13秒
7.69ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

188度
46分

51秒
6.92ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

178度
40分

17秒
5.69ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

167度
05分

40秒
4.09ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

155度
01分

48秒
3.98ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

143度
37分

28秒
3.64ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

140度
56分

13秒
6.67ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

145度
01分

04秒
6.28ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

150度
31分

11秒
11.38ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

153度
56分

05秒
6.56ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

161度
52分

41秒
3.99ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

172度
16分

01秒
3.85ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

178度
59分

47秒
6.33ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

181度
51分

24秒
4.72ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

254度
03分

17秒
0.34ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

182度
59分

28秒
10.99ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

179度
18分

14秒
11.02ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

96度
31分

36秒
0.47ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

170度
49分

07秒
4.79ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

161度
01分

19秒
4.60ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

247度
14分

56秒
0.87ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

156度
27分

03秒
40.68ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

68度
02分

12秒
0.91ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

158度
05分

10秒
19.93ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

158度
22分

06秒
12.21ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

160度
50分

48秒
19.32ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

161度
54分

29秒
16.15ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

252度
27分

45秒
0.24ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

162度
03分

20秒
19.79ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

89度
30分

27秒
0.34ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

161度
42分

51秒
24.43ｍ

の
地
点

�
面
積

3,724.71平
方
メ
－
ト
ル

４
埋
立
免
許
の
告
示
の
年
月
日
及
び
番
号
等

平
成
４
年

11月
２
日

広
島
県
告
示
第

1115号

(平
成
４
年

10月
26日

付
け
指
令
港
第

165号
に
よ
り
免
許
)

５
法
第

22条
第
３
項
の
市
町
村
名

呉
市
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公公公

告告告

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー所
長

高
田

三
千

人

県
一
般

18第
13号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー樹
木
維
持
管
理
業
務
委
託

�
調
達
件
名
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

20年
３
月

31日
ま
で
(２
年
間
)

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
６
番

29号

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー所
長

３
入
札
参
加
資
格

�
平
成

17・
18年

度
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ�

造
園
工
事
を
希
望
業
種
と
し

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
参
加
条
件

�
広
島
県
内
に
本
社�

支
社
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
定
め
る
各
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
等
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
６
番

29号

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー総
務
部

�
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
２
月

28日
(火
)
か
ら
平
成

18年
３
月
８
日
(水
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

イ
入
手
方
法

上
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
３
月
９
日
(木
)

午
前

10時

イ
場
所

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
６
番

29号

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー本
館
２
階
研
修
室

�
入
札
書
の
提
出
方
法

持
参
に
よ
る

。電
報�

郵
送
等
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い

。

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

入
札
公
告
等
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
経
済
上
及

び
技
術
上
の
要
件
に
つ
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
の
求
め
に
応
じ�

入
札
参
加
者
の
負
担
に
お
い

て
完
全
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効
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本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
参
加
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
よ

る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
時
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は�

こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
�

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
問
い
合
わ
せ
先

〒
734－

0007
広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
６
番

29号

広
島
県
保
健
環
境
セ
ン
タ

ー総
務
部

電
話
(082)

255－
7131

(代
表
)

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

県
立
広
島
病
院
長

大
濱

紘
三

県
一
般

18第
14号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

県
立
広
島
病
院
検
査
室
滅
菌
・
洗
浄
等
業
務

�
調
達
件
名
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で
(３
年
間
)

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目
５
番

54号

県
立
広
島
病
院

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

県
立
広
島
病
院
長

３
入
札
参
加
資
格

�
業
務
従
事
者
と
し
て�

滅
菌
消
毒
の
処
理
に
使
用
す
る
機
器
の
取
扱
い
そ
の
他
受
託
業
務
を
行
う
た

め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
人
員
を
有
し
て�

常
に
業
務
実
施
場
所
に
配
置
で
き
る
者
で
あ

る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所�

交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
場
所

〒
734－

8530
広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目
５
番

54号

県
立
広
島
病
院
事
務
局
管
理
課
管
理
係

電
話

082－
254－

1818
内
線

4212

イ
交
付
期
間

平
成

18年
２
月

27日
(月
)
か
ら
平
成

18年
３
月

14日
(火
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
。)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

ウ
入
手
方
法

上
記
ア
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る�

又
は
郵
送
等
に
よ
っ
て
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
等

に
よ
る
場
合
は�

上
記
イ
の
期
間
内
に
必
着
す
る
こ
と
と
し�

返
信
用
の
封
筒
及
び
切
手
を
同
封
す

る
こ
と

。

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
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ア
日
時

平
成

18年
３
月

16日
(木
)

午
後
２
時

30分

イ
場
所

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目

5番
54号

県
立
広
島
病
院

北
棟
３
階
視
聴
覚
室

�
入
札
書
の
提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と

。電
報
及
び
郵
送
等
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い

。

５
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金

見
積
金
額
の

100分
の
５
以
上

。た
だ
し�

広
島
県
契
約
規
則
第

14条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号

に
該
当
す
る
場
合
は�

免
除

。

�
契
約
保
証
金

契
約
金
額
の

100分
の

10以
上

。た
だ
し�

広
島
県
契
約
規
則
第
４
条
第
１
項
第
１
号�

第
２
号
又

は
第
５
号
に
該
当
す
る
場
合
は�

免
除

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
第

21条
各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�
無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
と
き
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は�

こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
長

北
林

満

県
一
般

18第
15号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庁
舎
清
掃
管
理
業
務
委
託

�
調
達
件
名
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で
(３
年
間
)

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
３
年
間
の
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
長

３
入
札
参
加
資
格

�
平
成

15年
広
島
県
告
示
第

1382号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
の
定
め
)�
平
成

16年
広
島
県
告
示
第

61号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
追
加
申
請
手
続
等
)�

平
成

16年
度
広
島
県
告
示
第

1338号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
又
は
平
成

17年
度
広
島
県
告
示
第

1159号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
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争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
に
よ
っ

て
資
格
を
認
定
さ
れ�

｢建
築
物
に
お
け
る
清
掃
業
務
｣�
｢建
築
物
に
お
け
る
飲
料
水
の
水
質
検
査
業

務
｣�
｢建
築
物
に
お
け
る
飲
料
水
の
貯
水
槽
の
清
掃
業
務
｣�
｢建
築
物
に
お
け
る
ね
ず
み
そ
の
他
害
虫

防
除
業
務
｣
及
び
｢消
防
設
備
保
守
管
理
業
務
｣
の
す
べ
て
を
希
望
業
種
と
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。
４

入
札
参
加
条
件

�
広
島
県
に
本
社�

支
社
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
定
め
る
各
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
等
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
入
札
説
明
書
を
交
付
期
間
内
に
交
付
場
所
に
お
い
て
入
手
し
た
者
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所�

交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庶
務
課
(管
理
棟

1階
)

イ
交
付
期
間

平
成

18年
2月

27日
(月
)
か
ら
平
成

18年
３
月
８
日
(水
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

ウ
入
手
方
法

上
記
ア
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
入
札
の
日
時�

場
所
及
び
方
法

ア
日
時

平
成

18年
３
月
９
日
(木
)

午
後
４
時

イ
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
管
理
棟
１
階
会
議
室

ウ
方
法

持
参
に
よ
る

。電
報
及
び
郵
送
等
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い

。

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

入
札
公
告
等
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
経
済
上
及

び
技
術
上
の
要
件
に
つ
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
の
求
め
に
応
じ�

入
札
参
加
者
の
負
担
に
お
い

て
完
全
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
参
加
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
よ

る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
と
き
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は�

こ
の
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
問
い
合
わ
せ
先

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庶
務
課

電
話
(0823)

71－
8816

(代
表
)

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
長

北
林

満

県
一
般

18第
16号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

平成18年 2月27日 (月曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 2 8 号
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広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庁
舎
警
備
管
理
業
務
委
託

�
調
達
件
名
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で
(３
年
間
)

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
３
年
間
の
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
長

３
入
札
参
加
資
格

�
平
成

15年
広
島
県
告
示
第

1382号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
の
定
め
)�
平
成

16年
広
島
県
告
示
第

61号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
追
加
申
請
手
続
等
)�

平
成

16年
度
広
島
県
告
示
第

1338号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
又
は
平
成

17年
度
広
島
県
告
示
第

1159号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
に
よ
っ

て
資
格
を
認
定
さ
れ�

｢建
築
物
に
お
け
る
警
備
業
務
｣
を
希
望
業
種
と
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
参
加
条
件

�
広
島
県
呉
市
に
本
社�

支
社
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
定
め
る
各
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
等
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
自
動
警
報
警
備
と
す
る
た
め�

警
報
装
置
(自
動
通
報
機
能
を
有
す
る
も
の
)
を
有
し�

異
常
事
態

が
発
生
し
た
場
合�

警
備
対
象
物
件
へ

25分
以
内
に
到
着
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
入
札
説
明
書
を
交
付
期
間
内
に
交
付
場
所
に
お
い
て
入
手
し
た
者
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所�

交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庶
務
課
(管
理
棟

1階
)

イ
交
付
期
間

平
成

18年
２
月

27日
(月
)
か
ら
平
成

18年
３
月
８
日
(水
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

ウ
入
手
方
法

上
記
ア
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
入
札
の
日
時�

場
所
及
び
方
法

ア
日
時

平
成

18年
３
月
９
日
(木
)

午
後
２
時

イ
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
管
理
棟
１
階
会
議
室

ウ
方
法

持
参
に
よ
る

。電
報
及
び
郵
送
等
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い

。

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

入
札
公
告
等
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
経
済
上
及

び
技
術
上
の
要
件
に
つ
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
の
求
め
に
応
じ�

入
札
参
加
者
の
負
担
に
お
い

て
完
全
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効
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本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
参
加
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
よ

る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
と
き
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は�

こ
の
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
問
い
合
わ
せ
先

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庶
務
課

電
話
(0823)

71－
8816

(代
表
)

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
長

北
林

満

県
一
般

18第
17号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
管
理
業
務
委
託

�
調
達
件
名
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で
(３
年
間
)

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
３
年
間
の
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
長

３
入
札
参
加
資
格

�
平
成

15年
広
島
県
告
示
第

1382号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
の
定
め
)�
平
成

16年
広
島
県
告
示
第

61号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
追
加
申
請
手
続
等
)�

平
成

16年
度
広
島
県
告
示
第

1338号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
又
は
平
成

17年
度
広
島
県
告
示
第

1159号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
に
よ
っ

て
資
格
を
認
定
さ
れ�

｢電
気
設
備
保
守
管
理
業
務
｣
を
希
望
業
種
と
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
参
加
条
件

�
広
島
県
に
本
社�

支
社
又
は
営
業
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
定
め
る
各
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
等
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
異
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合�

保
守
管
理
対
象
物
件
へ
お
お
む
ね

60分
以
内
に
到
着
で
き
る
者
で
あ

る
こ
と

。
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�
入
札
説
明
書
を
交
付
期
間
内
に
交
付
場
所
に
お
い
て
入
手
し
た
者
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所�

交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庶
務
課
(管
理
棟

1階
)

イ
交
付
期
間

平
成

18年
2月

27日
(月
)
か
ら
平
成

18年
３
月
８
日
(水
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

ウ
入
手
方
法

上
記
ア
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と

。
�

入
札
の
日
時�

場
所
及
び
方
法

ア
日
時

平
成

18年
３
月
９
日
(木
)

午
前

10時

イ
場
所

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
管
理
棟
１
階
会
議
室

ウ
方
法

持
参
に
よ
る

。電
報
及
び
郵
送
等
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い

。

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

入
札
公
告
等
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
経
済
上
及

び
技
術
上
の
要
件
に
つ
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
の
求
め
に
応
じ�

入
札
参
加
者
の
負
担
に
お
い

て
完
全
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
参
加
条
件
を
満
た
さ
な
い
者
に
よ

る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
と
き
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は�

こ
の
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
問
い
合
わ
せ
先

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目

11番
17号

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
庶
務
課

電
話
(0823)

71－
8816

(代
表
)

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
規規規
則則則

福
山
市
と
深
安
郡
神
辺
町
の
合
併
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る

。

平
成

18年
２
月

27日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

福
山
市
と
深
安
郡
神
辺
町
の
合
併
に
伴
う
関
係
公
安
委
員
会
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

(交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
警
察
官
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

改
正
)

第
１
条

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
警
察
官
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
等
に
関
す
る
規
則

(昭
和

39年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

別
表
１
幹
部
交
番
の
部
広
島
県
福
山
東
警
察
署
の
款
神
辺
交
番
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

別
表
３
警
察
官
駐
在
所
の
部
広
島
県
福
山
東
警
察
署
の
款
竹
尋
警
察
官
駐
在
所
の
項
か
ら
中
条
警
察
官

駐
在
所
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

別
表
備
考
中
｢平
成

18年
１
月

10日
｣
を
｢平
成

18年
３
月
１
日
｣
に
改
め
る

。

(警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
)

第
２
条

警
備
業
法
施
行
細
則
(平
成

15年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

18号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

。

別
表
中
｢�
深
安
郡
神
辺
町
｣
を
削
る

。

(広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
)

第
３
条

広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
(昭
和

35年
広
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

15号
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

。

別
表

20の
項�

28の
項�

40の
項�

43の
項
及
び

53の
項
中
｢深
安
郡
神
辺
町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣

に
改
め�

同
表

117の
項
中
｢神
辺
町
道
片
山
九
ノ
丁
線
｣
を
｢福
山
市
道
片
山
九
ノ
丁
線
｣
に�

｢深
安

郡
神
辺
町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣
に
改
め�

同
表

118の
項
中
｢神
辺
町
道
川
南

60号
線
｣
を
｢福
山

市
道
川
南

60号
線
｣
に�
｢深
安
郡
神
辺
町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣
に
改
め�

同
表

119の
項
中
｢神
辺

町
道
八
尋

24号
線
｣
を
｢福
山
市
道
八
尋

24号
線
｣
に�

｢深
安
郡
神
辺
町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣
に

改
め�
同
表

120の
項
中
｢神
辺
町
道
八
尋

26号
線
｣
を
｢福
山
市
道
八
尋

26号
線
｣
に�
｢深
安
郡
神
辺

町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣
に
改
め�

同
表

121の
項
中
｢神
辺
町
道
八
尋

31号
線
｣
を
｢福
山
市
道
八

尋
31号

線
｣
に�
｢深
安
郡
神
辺
町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣
に
改
め�

同
表

122の
項
中
｢神
辺
町
道
八

尋
45号

線
｣
を
｢福
山
市
道
八
尋

45号
線
｣
に�

｢深
安
郡
神
辺
町
｣
を
｢福
山
市
神
辺
町
｣
に
改
め�

同
表

123の
項
中
｢神
辺
町
道
八
尋

49号
線
｣
を
｢福
山
市
道
八
尋

49号
線
｣
に�
｢深
安
郡
神
辺
町
｣
を

｢福
山
市
神
辺
町
｣
に
改
め
る

。

附
則

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
は�

平
成

18年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
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神
辺
交
番

福
山
市
神
辺

町
川
南

福
山
市
の
う
ち

神
辺
町
(川
北

、

川
南

、平
野

、新
湯
野
)

横
尾
交
番
及
び
御
幸
、

下
加
茂

、加
茂

、山
野

、

竹
尋

、御
野

、湯
田

、

道
上

、中
条
各
警
察
官

駐
在
所
の
所
管
区

中
条
警
察
官

駐
在
所

道
上
警
察
官

駐
在
所

湯
田
警
察
官

駐
在
所

御
野
警
察
官

駐
在
所

竹
尋
警
察
官

駐
在
所

福
山
市
神
辺

町
東
中
条

福
山
市
神
辺

町
道
上

福
山
市
神
辺

町
徳
田

福
山
市
神
辺

町
下
御
領

福
山
市
神
辺

町
下
竹
田

福
山
市
の
う
ち

神
辺
町
(東
中
条

、西
中
条

、三
谷
)

福
山
市
の
う
ち

神
辺
町
(道
上

、十
三
軒
屋

、十
九
軒
屋
)

福
山
市
の
う
ち

神
辺
町
(湯
野

、箱
田

、徳
田

、新
徳
田
)

福
山
市
の
う
ち

神
辺
町
(上
御
領

、下
御
領
)

福
山
市
の
う
ち

神
辺
町
(上
竹
田

、下
竹
田

、八
尋

、旭
丘
)

(号外)


